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国土交通省 四国地方整備局

「各種資産評価単価及びデフレーター
（平成１９年度～令和２年度公表分）」における

各種資産評価単価の訂正について

資料－７第３回 四国地方整備局
事業評価監視委員会説明資料



○四国地方整備局では、四国地方整備局事業評価監視委員会を
開催し、各事業の対応方針（案）について、ご審議いただくとともに、
別途、河川整備計画の学識者会議で審議された河川事業・ダム
事業の再評価について報告させていただいております。

○今年２月に、令和３年度の事業評価（吉野川水系直轄砂防事業、
物部川直轄河川改修事業及び仁淀川直轄河川改修事業等）に使
している令和２年各種資産評価単価の誤りが判明し、訂正後の単
価を用いたB/Cの算出結果等を令和４年３月に公表しました。

○その後、国土交通本省において、令和元年以前のデータについ
て改めて確認していたところ、2007年（平成19年）～2019年（令和
元年）においても誤りが判明し、令和４年８月１日に訂正の発表が
されました。（https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001493417.pdf）

１．各種資産評価単価の訂正の経緯
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１．訂正の概要
○国土交通省では、毎年度、家屋等に係る各種資産評価単価を算
出する業務を発注し、その単価を河川事業等の事業評価や水害
統計の水害被害額の算出に使用しています。業務の受注者から
提出された報告書に記載されている各種資産評価単価の数値の
一部に誤りがあることが判明しました。

２．各種資産評価単価の訂正の概要
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２．各種資産評価単価の訂正に伴う個別公共事業評価への対応
○個別公共事業評価（河川事業、ダム事業、砂防事業等、下水
道事業、海岸事業、港湾整備事業の新規採択時評価及び再評
価）では、各種資産評価単価を使用しています。

○今回訂正のあった各種資産評価単価は、河川事業等の事業
評価における費用便益比（B/C）の算出に使われています。

○今回の各種資産評価単価の訂正に伴い、平成 29 年度、令和
元年度および令和２年度の事業評価に影響がありました。

３．個別公共事業評価への対応
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令和２年４月公表分（令和２年度の事業評価で使用）

３．個別公共事業評価への対応
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平成３１年３月公表分（平成３１年度（令和元年度）の事業評価で使用）

３．個別公共事業評価への対応
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平成２９年２月公表分（平成２９年度の事業評価で使用）

３．個別公共事業評価への対応
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４．治水経済調査マニュアル（案）の訂正に伴う費用便益分析への影響について

 「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の訂正に伴い、平成29年度・令和元年度・令
和2年度に事業評価を実施した事業について、費用便益分析への影響を確認しました。

※「各種資産評価単価及びデフレーター（平成19年度（2007年度）公表分）～
令和2年度（2020年度）公表分）」における各種資産評価単価の訂正について

（-1)

（+1)

訂正前 → 訂正後 訂正前 → 訂正後

R1 長安口ダム改造事業 1,459 → 1,458 1.4 → 1.4

R1 那賀川直轄河川改修事業 1,760 → 1,760 1.9 → 1.9

R1 肱川水系直轄河川改修事業 1,768 → 1,768 2.3 → 2.3

R1 仁淀川床上浸水対策特別緊急事業（日下川） 272 → 272 1.2 → 1.2

R2 土器川直轄河川改修事業 2,974 → 2,975 19.3 → 19.3

R2 重信川直轄河川改修事業 668 → 668 3.5 → 3.5

R2 重信川水系直轄砂防事業 212 → 212 1.6 → 1.6

H29 室津港室津地区避難港整備事業 2,496 → 2,496 2.6 → 2.6

R2 高知港海岸直轄海岸保全施設整備事業 4,864 → 4,863 8.7 → 8.7

B（億円） B/C評価
年度

事業名

（-1)
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